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少子高齢化の進展や社会環境の変化に伴い、市民ニーズがより多様化・複雑化し、

従来の行政が提供する公共サービスだけでは地域課題へのきめ細やかな対応が困難な

状況になってきました。 

そこで、市では平成２５年度から、その地域に暮らし、日頃から地域の課題を感じ

ている市民や市民公益活動団体から、地域課題を解決する事業を提案していただき、

市民と市が協働（対等の立場で共通の目標に向かって協力しあうこと）で事業を行う

ことにより、課題を解決する「北本市協働事業提案制度」を設けています。 

これは、市民の柔軟で先駆的な発想や専門性を効果的に公共サービスに取り入れる

ことによって、公共サービスの更なる充実を図るものです。 

 

 

 

行政が行う事業に市民がどのように関わるかを表した図 

 

  

１ 制度の目的 
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「北本市協働事業提案制度」は北本市協働推進条例第６条の規定に基づき実施する

もので、市民と市が協働して地域課題を解決していく制度です。 

具体的には、市民が日頃から感じている地域の課題及び課題の解決策を市に提案し

ていただき、事業形態や双方の役割、責任及び費用負担を市と協議した上で協定を結

び、市民と市が協働して事業を実施する制度です。 

「北本市協働事業提案制度」には、以下のとおり２つの提案形態があります。 

 

 

 

 

  行政提案型協働事業は、行政事務の簡素化が見込める場合や、市民と協働で事業

を行うことによって、市が単独で行うよりも事業効果が高くなることが見込める場

合などに市が提案募集します。 

 

 

 

 

  市民提案型協働事業は、市民が日頃から感じている地域課題に対して、その課題

を市と協働で解決するための事業提案を求めるものです。行政側からでは気づきに

くい地域課題を、その地域に住んでいる市民の方々に指摘していただき、お互いの

持つ特性を活かしつつ、協力して課題解決を目指します。  

２ 制度の概要 

（１） 行政提案型協働事業 

（２） 市民提案型協働事業 
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協働事業を提案できる人・団体（以下「市民等」という。）は、次のとおりで

す。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 提案の手続 

 市内在住、在勤、在学者及び市内に事務所又は事業所を有する事業者 

（１） 提案できる人・団体 

ア 市民 

コミュニティ活動（一定の地域に居住する者が、当該地域の共通の利

益のために、地縁を基礎として自主的かつ自発的に行う活動をいう。）

を行う団体 

イ コミュニティ活動団体 

市民公益活動（不特定かつ多数のものの利益その他社会全般の利益の

増進に寄与することを目的とし、自主的かつ自発的に行う活動で、次に

掲げる活動を除くものをいう。）を行う団体又は個人 

（ア） 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動 

（イ） 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するこ

とを主たる目的とする活動 

（ウ） 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる

目的とする活動 

（エ） 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に

規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうと

する者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対することを目的とする活動 

（オ） 暴力、脅迫その他法令に違反する行為により他人の法益又は公共

の利益を害するおそれのある活動 

ウ 市民公益活動団体 
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  協働事業を提案しようとする市民等は、北本市協働推進条例第７条の規定に

基づき、あらかじめ「協働パートナー」として登録する必要があります。提案

よりも前に、もしくは提案と同時に下記の必要書類を市に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

  

市 民 

コミュニテ

ィ活動団体 

・北本市協働パートナー登録申請書 

・市内に事務所若しくは事業所を有し、市内の事

務所若しくは事業所に勤務し又は市内の学校に

在学することを証する書類 

・北本市協働パートナー登録申請書 

・団体の規約又は会則 

・役員名簿及び会員名簿 

・申請をする年度の前年度に係る収支決算書及び 

事業報告書 

・申請をする年度に係る予算書及び事業計画書 

（２） 協働パートナー登録 

市民公益 

活動団体 

登録 

 

市民公益 

活動を 

行う個人 

・北本市協働パートナー登録申請書 
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市民提案型協働事業は、自由なテーマで提案できますが、提案の対象となる

事業は下記のすべてに該当する事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、次のいずれかに該当する事業は対象としません。 

・市民公益活動事業の非該当事由である、⑴応募資格の（ア）から（オ）ま

でに該当する活動にあたるもの 

・特定の個人や団体のみが利益を受けるもの 

・特定地区の住民の交流行事等親睦を主な目的とするもの 

・学術的な研究事業にあたるもの 

・公序良俗に反するもの 

  

 

   

行政提案型協働事業対象事業については、「（８）提出先」の窓口又はホー

ムページで確認してください。 

 

 

 

    

（３） 市民提案型協働事業対象事業 

ア 事業を提案する協働パートナーの登録市民等と市長等が協働し

て取り組むことにより、北本市における地域課題又は社会的課題

の解決を図ることができるもの。 

イ 具体的な効果及び成果が期待でき、市民サービスの向上を目指

すもの。 

ウ 役割分担が明確かつ妥当であり、協働パートナーの登録市民等

と市長等が協働で実施することにより相乗効果が期待できるも

の。 

エ 予算の見積り等が適正であるもの。 

（３） 行政提案型協働事業対象事業 
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市の経費負担の上限額は１事業あたり１００万円までで、下記経費が対象と

なります。 

 

経費名称 内      容 

人件費 当該事業に係るスタッフの人件費 

報償費 外部講師や専門家への謝礼金など 

旅費 当該事業に係るスタッフなどへの交通費 

消耗品費 当該事業に必要な事務用品など 

印刷製本費 ポスター・チラシ等の印刷費 

通信運搬費 当該事業に係る電話代や郵便代など 

保険料 事業実施に係る保険料 

使用料及び賃借料 会場使用料及び事務機器借上料 

その他 事業を実施するにあたり必要と認められるそ

の他の経費 

 

ただし、以下の経費は対象外です。 

・当該事業に係わりのないスタッフに対する人件費、交通費 

・事務所の賃借料や水道光熱費などの団体の運営に係る経常的な費用 

・飲食費全般（会議等の飲み物も含む） 

・単価が１０万円以上する備品購入費 

・領収書がない等、支出した事実が確認できない経費 

・その他当該事業との関係が認められない経費 

 

 

 

  

協働事業を提案する場合は、下記書類を市に提出してください。 

ア 北本市協働事業提案書 

イ その他参考となる資料 

 

 

 

提案された事業は採択・不採択にかかわらず、団体名、事業名、提案内容を

市ホームページなどで公表します。 

なお、提出していただいた書類は返却せず、個人情報を除いて情報公開の対

象となります。 

（５） 市の経費負担 

（６） 提出書類 

（７） 公表等 
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        提案方法及び提出先は以下のとおりです。 

 

提案方法  必要書類を直接窓口に提出（平日９時～１７時） 

提 出 先  北本市市民経済部くらし安全課市民協働担当 

          ＴＥＬ ０４８－５９４－５５７１（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ア 市との協働で実施した後も、団体の事業として継続して実施していただく

ための制度です。提案にあたっては、継続して実施できる事業内容か検討し

てください。 

イ 国・県の補助金を収入の一部に充てることは可能ですが、北本市の補助金

を重複して受けることはできません。 

ウ 制度運用の公正性や透明性を高めるため、提案団体名、事業の内容・実績

は、個人情報を除き、市ホームページ等で公開します。 

   

 

 

    

（８） 提出先 

協働パートナー登録申請書、協働事業提案書等はくらし安全課窓口

で配布のほか、市ホームページからもダウンロードできます。 

（９） 提案にあたっての注意事項 
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事業の提案について、随時相談を受け付けていますので、くらし安全課にご相

談ください。 

相談では、事前相談シートにご記入いただき、地域課題・事業目的の整理、実

施方法の確認、役割分担の明確化等により事業の概要を把握します。 

相談後、くらし安全課で提案された事業の担当課を決定しますので、担当課と

審査に向け、提案内容の精査や、事業実施のための役割分担等の調整を行ってく

ださい。 

 

 

 

担当課と相談の上、提案書を作成し、必要書類を揃え、市役所くらし安全課へ

提出してください。 

 

 

  

事業内容、役割分担等について、提案者、担当課、くらし安全課の三者で協議

を行い、事業実施上の課題を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事業の流れ 

 
（１） 事前相談 

（３） 協議 

（２） 提案受付 
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北本市協働推進等庁内委員会において提案事業の審査を行います。審査の際に

は、提案者から事業内容等を説明していただきます。 

なお、必要に応じて公開プレゼンテーションを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査の結果については、「北本市協働事業採択・不採択決定通知書」により提

案者に通知するとともに、ホームページへの掲載等により公開します。 

 

 

  

協働事業の実施に当たり、提案者と市で協定を締結します。 

協定締結後、内容に関して疑義が生じたときは、提案者と担当課で内容につい

て再協議します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協定書に基づき、協働事業を実施します。協働事業実施中は、提案者と担当課

は定期的に情報交換を行い、適切に事業を実施します。 

（４） 審査 

（５） 採択の可否の通知 

（６） 協定の締結 

（７） 協働事業の実施 

審査項目 

・事業内容が地域課題や社会的課題を的確に捉えているか（地域課題性） 

・協働して事業を行うことにより、市民サービスの向上に繋がるか（事業

効果） 

・実際に事業を実施することが可能か（実現可能性） 

・市と協働で行うことにより、相乗効果が見込めるか（協働で行う意義） 

・予算の見積りが妥当か（予算見積り） 

・提案者に提案された事業を遂行できる能力があるか（実施能力） 

・その他必要事項 

協定に規定する項目 

・協定の期間     ・協働事業の目的  ・協働事業の内容 

・提案者の役割    ・担当課の役割   ・経費の負担 

・その他必要事項 
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提案者は、協働事業が終了したときは、速やかに「北本市協働事業実績報告書」

に必要な書類を添付してくらし安全課に提出してください。 

 

 

  

提案者及び担当課は、双方の協議に基づき、翌年度以降も協働事業を継続する

ことができます。翌年度以降の協働事業の実施については、担当課が予算計上や

文書の処理等を行います。 

 

  

（８） 実績報告 

（９） 翌年度以降の事業の実施 
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事業名 スケアード・ストレイトによる高齢者の交通安全教室 

提案者 鴻巣地区交通安全協会 

事業内容 北本市内の高齢者を主な対象として、スケアード・ストレイト教

育技法による交通安全教室を実施する。県内で発生した交通死亡事

故のうち約半数が高齢者の被害となっているため、高齢者に対する

交通安全啓発事業を実施することにより、高齢者の交通安全意識の

高揚及び交通事故の減少を図る。 

担当課 くらし安全課 

 

事業名 買い物を楽しもう！プロジェクト「買い物サロン」 

提案者 北本市社会福祉協議会 

事業内容 今後、さらに地域の高齢化が進む中で、いつまでも住み慣れた地

域で暮らし続けるための支援として、買い物を中心としたサロンを

開催する。買い物に行くことが困難な高齢者を対象として、商業施

設への送迎やボランティアによる買い物支援を行うとともに、商業

施設内で談話の時間を設ける。歩いて買い物をすることでの介護予

防や地域とのつながりを作ることが期待できる。 

担当課 高齢介護課 

 

事業名 子どもの読書活動推進事業 

提案者 北本市子ども文庫連絡会、北本市子どもの本を楽しむ会 

事業内容 「メディアにむしばまれる子どもたち」の著者である田澤雄作氏

の講演を聞き、子どもたちの現状を知り、子どもたちの健やかな成

長のために何をすべきかを考えるきっかけをつくる。 

担当課 生涯学習課 

 

 

 

５ 過去の主な採択事業 
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北本市協働推進条例  

平成２４年９月２８日  

条例第２５号  

（目的）  

第１条  この条例は、市民等及び市長等の協働によるまちづくりの推進に関し必

要な事項を定めることにより、住民自治の確立及び市民主役のまちづくりを

実現することを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。  

 ⑴  市長等  市長その他の執行機関をいう。  

 ⑵  市民  次に掲げる者をいう。  

  ア  市内に住所を有する者  

  イ  市内に事務所又は事業所を有する者  

  ウ  市内の事務所又は事業所に勤務する者  

  エ  市内の学校に在学する者  

⑶  コミュニティ活動団体  コミュニティ活動（一定の地域に居住する者が、

当該地域の共通の利益のために、地縁を基礎として自主的かつ自発的に行

う活動をいう。）を行う団体をいう。  

⑷  市民公益活動団体  市民公益活動（不特定かつ多数のものの利益その他

社会全般の利益の増進に寄与することを目的とし、自主的かつ自発的に行

う活動で、次に掲げる活動を除くものをいう。）を行う団体又は個人をい

う。  

  ア  専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動  

  イ  宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主

たる目的とする活動  

  ウ  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的と

する活動  

  エ  特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定す

る公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を

含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれら

資料１  
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に反対することを目的とする活動  

 オ  暴力、脅迫その他法令に違反する行為により他人の法益又は公共の利

益を害するおそれのある活動  

⑸  市民等  市民、コミュニティ活動団体及び市民公益活動団体をいう。  

⑹  協働事業  市民等及び市長等が、対等の立場で共通の目標に向けて協力

して実施する事業をいう。  

（基本原則）  

第３条  協働は、市民等及び市長等が、互いの特性を理解して行うものとする。  

２  協働は、市民等及び市長等が、単独では成し得ない効果をあげることを目指

して行うものとする。  

３  協働は、市民等及び市長等の相互が、役割を分担し、及び応分の責任を明確

にして行うものとする。  

４  協働は、市民等及び市長等が、公正性及び透明性を確保して行うものとする。  

（市長等の責務）  

第４条  市長等は、市民等が協働によるまちづくりに積極的に参加することがで

きるよう必要な措置を講じなければならない。  

２  市長等は、協働に関し、職員の意識の高揚を図るよう努めなければならない。  

（市民等の責務）  

第５条  市民等は、自らが公共の担い手となり得ることを自覚し、協働によるま

ちづくりに積極的に参加するよう努めなければならない。  

 （協働事業の提案）  

第６条  市長等は、市民等に協働事業を提案することができる。  

２  市民等は、市長等に協働事業を提案することができる。  

３  前項の規定により提案する協働事業は、基本構想及びこれを実現するための

計画に即し、かつ、協働事業の目的及び効果並びに当該協働事業を実施する

ための方策等が明確にされたものでなければならない。  

 （登録）  

第７条  前条第２項の規定により協働事業を提案しようとする市民等は、あらか

じめ、市長に申請し、その登録を受けなければならない。  

２  市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を精査し、登録の

可否を決定するとともに、当該申請をした市民等に通知しなければならない。  

 （協働事業の採択）  

第８条  市長等は、第６条第２項の規定により協働事業が提案されたときは、当
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該協働事業について、市民等と協議し、必要に応じ北本市市民参画・協働推

進審議会に諮問するとともに、中長期的な財政の見通し等に照らし、当該協

働事業の採択の可否を決定しなければならない。  

２  市長等は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、当該決定に係る

協働事業に携わる市民等に通知するとともに、次に掲げる事項（提出された

提案を公表し、又は公にすることにより個人又は法人その他の団体の権利又

は利益を害するおそれがあるものを除く。）を公表しなければならない。  

 ⑴  提出された提案の内容（整理又は要約をしたものを含む。）  

 ⑵  提出された提案の採択の可否及びその決定をした理由  

 （協定の締結）  

第９条  市民等及び市長等は、協働事業の実施に際しては、相互の役割、協働事

業を実施する期間その他協働事業の実施に際し必要な事項について協定を締

結しなければならない。  

（協働事業の実施予定及び実績の公表）  

第１０条  市長は、当該年度の協働事業の実施予定及び前年度の協働事業の実績

を公表しなければならない。  

２  市長は、前項の規定により協働事業の実施予定及び実績を公表したときは、

北本市市民参画・協働推進審議会に報告しなければならない。  

（条例の見直し）  

第１１条  市長は、この条例を社会、経済等の情勢の変化等に対応させるため、

継続的に、検証し、及び見直さなければならない。  

（委任）  

第１２条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。  

 

   附  則  

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。  
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   北本市協働推進条例施行規則  

平成２４年１０月５日  

規則第４０号  

 （趣旨）  

第１条  この規則は、北本市協働推進条例（平成２４年条例第２５号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （登録申請）  

第２条  条例第７条第１項の規定による申請は、北本市協働パートナー登録申請

書（様式第１号）により行うものとする。  

２  前項の北本市協働パートナー登録申請書には、次の各号に掲げる申請をする

ものの区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。  

 ⑴  市民（市内に住所を有する者を除く。）  市内に事務所若しくは事業所を

有し、市内の事務所若しくは事業所に勤務し、又は市内の学校に在学するこ

とを証する書類  

 ⑵  コミュニティ活動団体及び市民公益活動団体（市民公益活動を行う個人を

除く。）  次に掲げる書類  

ア  規約又は会則  

イ  役員名簿及び会員名簿  

ウ  申請をする年度の前年度に係る収支決算書及び事業報告書  

エ  申請をする年度に係る予算書及び事業計画書  

オ  アからエまでに掲げるもののほか、団体の運営に関する書類で、市長が

必要と認めるもの  

 （登録決定通知）  

第３条  条例第７条第２項の規定による通知は、北本市協働パートナー登録可否

決定通知書（様式第２号）により行うものとする。  

 （登録事項の変更）  

第４条  条例第７条第１項の登録を受けた市民等（以下「登録市民等」という。）

は、その登録の内容に変更が生じたときは、速やかに、北本市協働パートナ

ー登録事項変更届出書（様式第３号）に、当該変更の内容を示す書類を添え

て、市長に提出しなければならない。  

 （登録の取消し）  

資料２  
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第５条  市長は、登録市民等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき

は、その登録を取り消すことができる。  

 ⑴  市民等に該当しなくなったとき。  

 ⑵  登録の内容に虚偽の事実があるとき。  

 ⑶  登録市民等から申出があったとき。  

２  市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、北本市協働パートナー

登録取消決定通知書（様式第４号）により、当該登録を取り消された市民等

に通知するものとする。  

 （提案の方法）  

第６条  条例第６条第２項の規定による提案は、次に掲げる書類を市長に提出す

ることにより行うものとする。  

 ⑴  北本市協働事業提案書（様式第５号）  

 ⑵  前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

 （採択の通知）  

第７条  条例第８条第２項の規定による通知は、北本市協働事業採択・不採択決

定通知書（様式第６号）により行うものとする。  

 （実績報告）  

第８条  協働事業者は、当該協定に係る協働事業が終了したときは、北本市協働

事業実績報告書（様式第７号）に必要な書類を添付し、市長に提出しなけれ

ばならない。  

 （協働事業の実施に係る公表）  

第９条  条例第８条第２項の規定による公表は、北本市公式ホームページ（以下

「ホームページ」という。）への掲載及び市政情報コーナーにおける閲覧に

よる方法により行うものとする。  

（協働事業の実施予定及び実績の公表）  

第１０条  条例第１０条第１項の規定による公表は、北本市広報発行規則（昭和

３７年規則第５号）に規定する広報きたもと及びホームページへの掲載その

他市長が必要と認める方法により行うものとする。  

 （委任）  

第１１条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。  

〔様式略〕



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

協働事業提案制度についてのご質問・ご相談は 

 

北本市 くらし安全課 市民協働担当 

〒３６４－８６３３ 

埼玉県北本市本町１丁目１１１番地 

TEL ０４８－５９４－５５７１（直通） 

FAX ０４８－５９２－５９９７ 


